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(57)【要約】
【課題】座の跳ね上げが可能な可搬式椅子において、座
を付勢するための付勢手段の設置スペースを広げ、座の
付勢力を高める。
【解決手段】後傾する前脚２ａに前傾する後脚が連結さ
れた構造を有する一対の脚体と、当該脚体に対して上下
に回動可能に軸支される座３と、当該座３よりも上方に
て脚体に支持される背凭れとを備え、前後方向に入れ子
状に複数重ね合わせることが可能とされた椅子であって
、脚体の後脚２ｂの下端側が前脚２ａよりも他の脚体寄
りに配置され、前脚２ａから前方に突出して設けられる
支持板４ａと、支持板４ａに固定されると共に座３を回
動方向の上方に向けて付勢する付勢手段４ｄとを備える
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後傾する前脚に前傾する後脚が連結された構造を有する一対の脚体と、当該脚体に対し
て上下に回動可能に軸支される座と、当該座よりも上方にて前記脚体に支持される背凭れ
とを備え、前後方向に入れ子状に複数重ね合わせることが可能とされた椅子であって、
　前記脚体の後脚の下端側が前記前脚よりも他の前記脚体寄りに配置され、
　前記前脚から前方に突出して設けられる支持板と、前記支持板に固定されると共に前記
座を回動方向の上方に向けて付勢する付勢手段とを備える
　ことを特徴とする椅子。
【請求項２】
　前記背凭れよりも前方に延設されると共に前記支持板よりも上方に配置される前向延設
部を備え、
　当該前向延設部は、複数の椅子が入れ子状に重ね合わされたときに前方の椅子の前記前
向延設部に当接する第１当接面と、後方の椅子の前記前向延設部に当接する第２当接面と
を有し、
　水平方向における前記前脚から前記第１当接面までの距離が、水平方向における前記前
脚からの前記支持板の突出距離以上に設定されている
　ことを特徴とする請求項１記載の椅子。
【請求項３】
　前記前向延設部は、肘掛であることを特徴とする請求項２記載の椅子。
【請求項４】
　前記前脚の下端に接続されると共に前後方向に直線状に延設する前脚接続部と、当該前
脚接続部から前記後脚の下端に至る後脚接続部とを有する連結杆によって、前記前脚の下
端と前記後脚の下端とを連結することを特徴とする請求項１～３いずれかに記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、椅子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、劇場やホールの空きスペース、または体育館等に設置することで着席スペースを
形成するための可搬式椅子が提案されている（特許文献１参照）。このような可搬式椅子
は、複数の椅子を入れ子状に重ね合わせること（いわゆるスタッキング）が可能とされて
おり、使用しないときに、少ないスペースに収容可能とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１３５０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に示される可搬式椅子は、後傾する前脚に前傾する後脚が連結さ
れた構造を有する脚体と、このような脚体に軸支される座と、この座を跳ね上げるように
付勢するバネとを有している。このような可搬式椅子では、着座者がいないときには、座
が跳ね上げられるため、通行を容易に行うことが可能となる。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示される可搬式椅子においては、座を跳ね上げるためのバ
ネが固定される支持板が、前脚と後脚との連結箇所近傍でかつ前脚と後脚との間の狭小な
スペースに設けられている。このため、十分な広さの支持板を設置することができない。
座を跳ね上げるためのバネの大きさは支持板の広さに依存することから、特許文献１に示
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される可搬式椅子では大きなバネを設置することが難しい。したがって、座の付勢力を十
分に確保することができず、座の跳ね上げが不十分となったり、跳ね上げ速度が不十分と
なったりという弊害が生じる可能性がある。
【０００６】
　本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、座の跳ね上げが可能な可搬式椅子
において、座を付勢するための付勢手段の設置スペースを広げ、座の付勢力を高めること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するための手段として、以下の構成を採用する。
【０００８】
　第１の発明は、後傾する前脚に前傾する後脚が連結された構造を有する一対の脚体と、
当該脚体に対して上下に回動可能に軸支される座と、当該座よりも上方にて上記脚体に支
持される背凭れとを備え、前後方向に入れ子状に複数重ね合わせることが可能とされた椅
子であって、上記脚体の後脚の下端側が上記前脚よりも他の上記脚体寄りに配置され、上
記前脚から前方に突出して設けられる支持板と、上記支持板に固定されると共に上記座を
回動方向の上方に向けて付勢する付勢手段とを備えるという構成を採用する。
【０００９】
　本発明では、後傾する前脚に前傾する後脚が連結された構造を有する脚体において、脚
体の後脚の下端側が前脚よりも他の脚体寄りに配置されている。これによって、一対の後
脚を一対の前脚の間に進入させることで、複数の椅子をコンパクトに重ね合わせることが
でき、可搬式椅子に適した形状となっている。さらに、本発明においては、座を付勢する
付勢手段が設置される支持板が、脚体の前脚から後脚と反対方向である前方に突出して設
けられている。このため、支持板を前脚と後脚との間の狭小なスペースに設ける場合と比
較して大型化することができ、付勢手段の設置スペースを広くすることができ、より大型
で付勢力の強い付勢手段を設置することができる。したがって、本発明によれば、座の跳
ね上げが可能な可搬式椅子において、座を付勢するための付勢手段の設置スペースを広げ
、座の付勢力を高めることが可能となる。また、本発明においては、前脚が後脚の下端側
よりも外側に配置されるため、一対の脚体において前脚同士の間を広く確保することがで
き、着座者の足を入れるための空間を広げると共に清掃を容易に行うことができる。また
、本発明においては、付勢手段によって座が回動方向の上方に向けて付勢されるため、椅
子が幅方向に並設されている場合に、奥側の席に座る人のために通路を空けるための立ち
上がり動作が行いやすい。また、本発明においては、後傾する前脚に支持板が設けられて
いるので、座を介して支持板に加わる荷重を前脚によって下方から受け止めることができ
るため、強度に優れ安定性が向上する。
【００１０】
　第２の発明は、上記第１の発明において、上記背凭れよりも前方に延設されると共に上
記支持板よりも上方に配置される前向延設部を備え、当該前向延設部が、複数の椅子が入
れ子状に重ね合わされたときに前方の椅子の上記前向延設部に当接する第１当接面と、後
方の椅子の上記前向延設部に当接する第２当接面とを有し、水平方向における上記前脚か
ら上記第１当接面までの距離が、水平方向における上記前脚からの上記支持板の突出距離
以上に設定されているという構成を採用する。
【００１１】
　本発明においては、複数の椅子が入れ子状に重ね合わされたときに前方の椅子の前向延
設部に当接する第１当接面と、後方の椅子の前向延設部に当接する第２当接面とを有する
前向延設部を備えている。このような本発明によれば、複数の椅子を入れ子状に重ね合わ
せたときに、前方の前向延設部に第１当接面が当接することによって、前方の椅子までの
距離が規定される。ここで、本発明においては、前脚から第１当接面までの距離が水平方
向における前脚からの支持板の突出距離よりも長く設定されていることから、前方の椅子
の前脚との間に支持板を収容可能なスペースが形成される。したがって、脚体の前脚から
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後脚と反対方向である前方に突出して設けられる支持板を有する場合であっても、支持板
が前方の椅子と干渉することがなく、複数の椅子を好適に重ね合わせることができる。
【００１２】
　第３の発明は、上記第２の発明において、上記前向延設部が、肘掛であるという構成を
採用する。
【００１３】
　本発明においては、肘掛が前向延設部として機能する。このため、本発明によれば、肘
掛と前向延設部とを別体で設ける必要がなく、部品点数の削減を図ることが可能となる。
また、肘掛は、着座者の腕を支える強度を有する部材である。このため、このような肘掛
に前向延設部として機能を持たせることによって、前向延設部を強度の高いものとするこ
とができ、複数の椅子を入れ子状に重ね合わせるときの衝撃等を前向延設部において安定
して受けることが可能となる。
【００１４】
　第４の発明は、上記第１～第３いずれかの発明において、上記前脚の下端に接続される
と共に前後方向に直線状に延設する前脚接続部と、当該前脚接続部から上記後脚の下端に
至る後脚接続部とを有する連結杆によって、上記前脚の下端と上記後脚の下端とを連結す
るという構成を採用する。
【００１５】
　本発明においては、連結杆が前脚の下端に接続されると共に前後方向に直線状に延設す
る前脚接続部を備えている。このため、複数の椅子を横に並べて配置したときに、隣接す
る椅子の前脚接続部同士が当接あるいは近接することから、椅子同士の間に隙間を狭める
ことができ、この隙間に埃等が溜ることを抑止できる。したがって、本発明によれば、椅
子が設置される床面の清掃を容易に行うことが可能となる。また、前脚接続部が直線状で
あるので、複数の椅子を幅方向に複数並設する作業を行うにあたり、既に設置されている
椅子における前脚接続部を、隣に置かれる椅子を設置する際のガイドとすることができる
。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、座の跳ね上げが可能な可搬式椅子において、座を付勢するための付勢
手段の設置スペースを広げ、座の付勢力を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態における椅子を前方側から見た斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態における椅子を後方側から見た斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態における椅子の平面図である。
【図４】本発明の一実施形態における椅子の正面図である。
【図５】本発明の一実施形態における椅子の側面図である。
【図６】本発明の一実施形態における椅子が備える回動機構の分解図を含む斜視図である
。
【図７】本発明の一実施形態における椅子が備える回動機構の内部構造を示す側面図であ
る。
【図８】図７のＡ－Ａ線断面図である。
【図９】本発明の一実施形態における椅子を横方向に複数配列したときの平面図である。
【図１０】本発明の一実施形態における椅子を横方向に複数配列したときの正面図である
。
【図１１】本発明の一実施形態における椅子を当該椅子の前後方向に７台スタッキングし
て専用の台車に載置した状態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明に係る椅子の一実施形態について説明する。なお、以下
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の図面において、各部材を認識可能な大きさとするために、各部材の縮尺を適宜変更して
いる。また、以下の説明における前後上下左右の方向は、着座者から見た方向を示してい
る。
【００１９】
　図１は、本実施形態の椅子１を前方側から見た斜視図である。また、図２は、本実施形
態の椅子１を後方側から見た斜視図である。また、図３は、本実施形態の椅子１の平面図
である。また、図４は、本実施形態の椅子１の正面図である。また、図５は、本実施形態
の椅子１の側面図である。これらの図に示すように、本実施形態の椅子１は、左右一対で
設けられる脚体２と、座３と、回動機構４と、背凭れ５と、肘掛６（前向延設部）と、横
連結機構７とを備えている。
【００２０】
　脚体２は、前脚２ａと、後脚２ｂと、連結杆２ｃとを備えている。前脚２ａは、上端２
ａ１が下端２ａ２に対して後側に位置するように後傾された棒状部材であり、後脚２ｂの
略２倍程度の長さを有している。後脚２ｂは、上端２ｂ１（図７等参照）が下端２ｂ２に
対して前側に位置するように前傾された棒状部材であり、上端２ｂ１が前脚２ａの略中央
部に固定されている。すなわち、本実施形態の椅子１において脚体２は、後傾する前脚２
ａに前傾する後脚２ｂが連結された構造を有している。
【００２１】
　また、後脚２ｂは、下端２ｂ２が上端２ｂ１よりも内側（すなわち自らが属する脚体２
とは他の脚体２寄り）に配置されており、図４に示すように前側から見て傾斜されている
。一方、前脚２ａは、前側から見て傾斜されていない。これによって、後脚２ｂの下端２
ｂ２側が前脚２ａよりも内側寄りに配置されている。
【００２２】
　連結杆２ｃは、前後方向に直線状に延設された前脚接続部２ｃ１と、前脚接続部２ｃ１
から後脚２ｂの下端２ｂ２に至る後脚接続部２ｃ２とを有している。前脚接続部２ｃ１は
、後脚接続部２ｃ２よりも長く延設されており、複数の椅子１が入れ子状に前後にスタッ
キングされたとき（重ね合わされたとき）に前端部２ｃ３が前方の椅子１の前脚２ａの後
面に当接する長さに設定されている。この前脚接続部２ｃ１は、途中部位に前脚２ａの下
端２ａ２が接続されており、下端２ａ２の後側にアンカーボルト用の貫通孔２ｃ４が設け
られている。また、前脚接続部２ｃ１は、図３に示すように、平面視において肘掛６と共
に椅子１の最も左右方向外側に配置されており、複数の椅子１が左右方向に隣接して配列
されたときに、隣の椅子１の前脚接続部２ｃ１と隙間なく当接される。
【００２３】
　後脚接続部２ｃ２は、前脚接続部２ｃ１と一体的に設けられており、前脚接続部２ｃ１
の後端から後脚２ｂの下端２ｂ２まで直線状に延設されている。なお、上述のように後脚
２ｂの下端２ｂ２が前脚２ａよりも内側に配置されているため、後脚接続部２ｃ２は、前
脚接続部２ｃ１に対して内側方に傾斜するように延設されている。この後脚接続部２ｃ２
は、後脚２ｂの下端２ｂ２と接続されている。これらの前脚接続部２ｃ１と後脚接続部２
ｃ２を有する連結杆２ｃは、後脚接続部２ｃ２よりも長い直線状の前脚接続部２ｃ１の後
端側に椅子１の内方に向けて屈曲する短い後脚接続部２ｃ２が設けられた形状を有し、前
脚２ａの下端２ａ２と後脚２ｂの下端２ｂ２とを連結する。
【００２４】
　本実施形態の椅子１においては、上述のように構成された脚体２が左右対称に２つ設け
られている。すなわち、本実施形態の椅子１は、２つで一対とされた左右対称の脚体２を
備えている。これらの脚体２は、連結杆２ｃの下面が床面に対して当接され、このとき座
３、回動機構４、背凭れ５、肘掛６及び横連結機構７を直接的あるいは間接的に支持する
。また、これらの脚体２は、座３に対して着座者がいるときには、着座者の体重を支える
。
【００２５】
　座３は、回動機構４を介して脚体２に対して回動可能に軸支されている。この座３は、
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上面に対して着座者が直接座る部位であり、後側の端部近傍を軸支されることで左右に向
く回転軸芯を中心として回動可能とされている。このような座３は、上面を上方に向ける
姿勢である着座姿勢（図５の実線で示す姿勢）と、上面を背凭れ５側に向ける収納姿勢（
図５の仮想線で示す姿勢）との間で回動可能とされている。
【００２６】
　回動機構４は、前脚２ａと後脚２ｂとの連結箇所の近傍に配置されている。図６は、回
動機構４の分解図を含む斜視図である。また、図７は、回動機構４の内部構造を示す側面
図である。また、図８は、図７のＡ－Ａ線断面図である。なお、図６～図８においては、
２つの脚体２のうち一方のみを図示している。これらの図に示すように、回動機構４は、
支持ブラケット４ａ（支持板）と、支軸４ｂと、ワッシャ４ｃと、ゼンマイバネ４ｄ（付
勢手段）と、止め輪４ｅと、位置決めピン４ｆと、固定ネジ４ｇと、カバー４ｈとを備え
ている。
【００２７】
　支持ブラケット４ａは、表裏面を左右方向に向けて前脚２ａの前面から前方に向けて突
出された板状の部材であり、例えば溶接により前脚２ａに固定されている。また、支持ブ
ラケット４ａは、支軸４ｂよりも僅かに径が大きな径の貫通孔４ａ１を有しており、この
貫通孔４ａ１に挿入される支軸４ｂを回動可能に支持する。また、支持ブラケット４ａは
、貫通孔４ａ１を中心とした周方向に複数配列されるネジ孔４ａ２を有しており、各ネジ
孔４ａ２に固定ネジ４ｇの先端部が螺合可能とされている。
【００２８】
　さらに、支持ブラケット４ａは、着座姿勢とされた座３を支えるためのストッパ８の端
部が固定されている。このストッパ８は、椅子１の左右両側に設けられる回動機構４の支
持ブラケット４ａに対して各端部が固定され、左右に水平に延在するように配置された棒
部材である。また、座３の下面には、座３が着座姿勢とされたときにストッパ８に当接す
る当接部９が設けられている。なお、図８においては、これらのストッパ８及び当接部９
を省略して図示している。この当接部９は、ストッパ８との衝突時における衝撃を緩和す
るために、下面の形状がストッパ８の上部形状に沿った形状とされている。
【００２９】
　この支持ブラケット４ａの表面には、後述のように固定ネジ４ｇ等によってゼンマイバ
ネ４ｄが固定される。このようなゼンマイバネ４ｄが固定される支持ブラケット４ａの表
面は、側方から見て、ゼンマイバネ４ｄの外形よりも広く設定されている。支軸４ｂは、
一端側が座３の側面に対して固定された棒部材であり、他端側が座３側から外側に向けて
貫通孔４ａ１に挿通されている。また、支軸４ｂの先端（他端側）には、ゼンマイバネ４
ｄの内側の端部４ｄ１を取り付けるための取付溝４ｂ１が設けられている。このような支
軸４ｂは、座３の左右両側の側面に対して設けられており、座３を上下に回動可能となる
ように軸支している。
【００３０】
　ワッシャ４ｃは、ゼンマイバネ４ｄと支持ブラケット４ａとの間に介挿されており、支
軸４ｂが挿通される貫通孔４ｃ１を中央に有する円板状の部材である。このワッシャ４ｃ
は、ゼンマイバネ４ｄの摩耗や動作音を抑止するため、樹脂によって形成されている。ゼ
ンマイバネ４ｄは、渦巻き状に巻回されたバネであり、内側の端部４ｄ１が支軸４ｂの先
端の取付溝４ｂ１に取り付けられている。また、ゼンマイバネ４ｄの外側の端部４ｄ２は
、フック状に湾曲されており、位置決めピン４ｆに上方から係止されている。このような
ゼンマイバネ４ｄは、定常状態に対して縮径された状態で取り付けられており、座３を常
に回動方向の上方に向けて（すなわち収容姿勢に向けて）付勢している。止め輪４ｅは、
ゼンマイバネ４ｄをワッシャ４ｃと挟み込むようにゼンマイバネ４ｄの外側に配置されて
おり、支軸４ｂに対して固定されている。
【００３１】
　位置決めピン４ｆは、支持ブラケット４ａに設けられた複数のネジ孔４ａ２のいずれか
に螺合される固定ネジ４ｇによって支持される部材である。この位置決めピン４ｆは、ゼ
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ンマイバネ４ｄの外側の端部４ｄ２が係止され、ゼンマイバネ４ｄの外側の端部４ｄ２の
位置（すなわちゼンマイバネ４ｄの付勢力）を規定する。ネジ孔４ａ２は、支持ブラケッ
ト４ａに設けられた複数のネジ孔４ａ２のいずれかに螺合され、ゼンマイバネ４ｄに求め
られる付勢力に応じて位置決めピン４ｆの位置を規定する。カバー４ｈは、側方から見た
形状が支持ブラケット４ａと略同一とされており、支持ブラケット４ａの縁部に係止され
ることによって当該支持ブラケット４ａに固定されている。このカバー４ｈは、支持ブラ
ケット４ａ、支軸４ｂ、ワッシャ４ｃ、ゼンマイバネ４ｄ、止め輪４ｅ、位置決めピン４
ｆ及び固定ネジ４ｇを覆うことにより保護する。なお、カバー４ｈには、横連結機構７を
取り付けるための取付孔４ｈ１が設けられている。
【００３２】
　このような回動機構４は、椅子１の左右両側に各々設けられており、支軸４ｂによって
座３を回動可能に支持している。また、回動機構４は、ゼンマイバネ４ｄによって座３を
収容姿勢に向けて付勢している。これによって、座３は、着座者がいない場合には、ゼン
マイバネ４ｄの付勢力によって跳ね上げられ、収容姿勢とされる。
【００３３】
　背凭れ５は、図１～図５に示すように、脚体２の前脚２ａの上端２ａ１側に固定されて
おり、座３よりも上方にて脚体２に支持されている。この背凭れ５は、着座者の背中を後
方から支える。
【００３４】
　肘掛６は、着座者の腕を支えるものであり、肘掛本体６ａと、支持部６ｂとを備えてい
る。肘掛本体６ａは、脚体２の前脚２ａの上端２ａ１から前方に向けて延設されており、
着座者の腕を直接させる部位である。支持部６ｂは、肘掛本体６ａの下方に設けられてお
り、脚体２の前脚２ａに固定されている。このような支持部６ｂも、肘掛本体６ａと同様
に、前脚２ａから前方に向けて延設されている。
【００３５】
　このような肘掛６は、全体として前脚２ａから前方に延設されており、回動機構４（す
なわち支持ブラケット４ａ）よりも上方に配置されている。また、支持部６ｂの前面は、
複数の椅子１が入れ子状に前後方向に重ね合わされたときに前方の椅子１の肘掛本体６ａ
の後面（第２当接面６ａ１）に当接する第１当接面６ｂ１とされている。また、肘掛本体
６ａの後面は、複数の椅子１が入れ子状に前後方向に重ね合わされたときに後方の椅子１
の支持部６ｂの前面（第１当接面６ｂ１）と当接する第２当接面６ａ１とされている。す
なわち、このような肘掛６は、複数の椅子１が入れ子状に重ね合わされたときに前方の椅
子の肘掛６に当接する第１当接面６ｂ１と、後方の椅子１の肘掛６に当接する第２当接面
６ａ１とを有している。
【００３６】
　さらに、肘掛６においては、図５に示すように、第２当接面６ａ１が前後方向において
前脚２ａの後面と略同一の位置に配置され、前脚２ａから第１当接面６ｂ１までの前後方
向（すなわち水平方向）における距離Ｌ１が、同じく前後方向における前脚２ａから回動
機構４の先端（すなわち支持ブラケット４ａの先端）までの突出距離Ｌ２よりも長く設定
されている。また、第１当接面６ｂ１及び第２当接面６ａ１とは、前脚２ａと同一の角度
で傾斜された傾斜面とされており、複数の椅子１が入れ子状に重ね合わされたときに前方
の椅子１の第２当接面６ａ１と後方の椅子１の第１当接面６ｂ１とが面接触されるように
されている。
【００３７】
　横連結機構７は、椅子１の左右両側に設けられた回動機構４のカバー４ｈの取付孔４ｈ
１に各々取り付けられている。この横連結機構７は、複数の椅子１同士が横方向に配列さ
れたときに、隣り合う椅子１同士を接続するための機構である。
【００３８】
　図９は、本実施形態の椅子１を横方向に複数配列したときの平面図である。また、図１
０は、本実施形態の椅子１を横方向に複数配列したときの正面図である。本実施形態の椅
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子１は、例えば劇場やホールの空きスペース、または体育館に、図９及び図１０に示すよ
うに、横方向に複数配列することで着席スペースを臨時的に増設することができる。この
とき、隣り合う椅子１同士は、横連結機構７同士が接続されることにより固定される。
【００３９】
　図１１は、本実施形態の椅子１を当該椅子１の前後方向に７台スタッキングして専用の
台車１００に載置した状態を示す側面図である。この図に示すように、複数の椅子１をス
タッキングする場合には、後側（すなわち図１１においては下側）に位置する椅子１の第
１当接面６ｂ１に対して、前側（すなわち図１１においては上側）に位置する椅子１の第
２当接面６ａ１が当接する。さらに、後側（すなわち図１１においては下側）に位置する
椅子１の連結杆２ｃの前端部２ｃ３が前側（すなわち図１１においては上側）に位置する
椅子１の前脚２ａの後面に当接する。これによって、前側（すなわち図１１においては上
側）に位置する椅子１が後側（すなわち図１１においては下側）に位置する椅子１によっ
て安定的に支持される。また、台車１００を用いずに、複数の椅子１を床面に沿って水平
方向にスタッキングする場合においても、後側に位置する椅子１の第１当接面６ｂ１に対
して前側に位置する椅子１の第２当接面６ａ１が当接することで、これらの椅子１の位置
決めを行うことができる。
【００４０】
　以上のような本実施形態の椅子１では、後傾する前脚２ａに前傾する後脚２ｂが連結さ
れた構造を有する脚体２において、脚体２の後脚２ｂの下端２ｂ２側が前脚２ａよりも他
の脚体２寄りに配置されている。これによって、一対の後脚２ｂを一対の前脚２ａの間に
進入させることで、複数の椅子１をコンパクトに重ね合わせることができ、可搬式椅子に
適した形状となっている。さらに、本実施形態の椅子１においては、座３を付勢するゼン
マイバネ４ｄが設置される支持ブラケット４ａが、脚体２の前脚２ａから後脚２ｂと反対
方向である前方に突出して設けられている。このため、支持ブラケット４ａを前脚２ａと
後脚２ｂとの間の狭小なスペースに設ける場合と比較して大型化することができ、ゼンマ
イバネ４ｄの設置スペースを広くすることができ、より大型で付勢力の強いゼンマイバネ
４ｄを設置することができる。したがって、本実施形態の椅子１によれば、座３の跳ね上
げが可能な可搬式椅子において、座３の付勢力を高めることが可能となり、座３の跳ね上
げが不十分となったり、跳ね上げ速度が不十分となったりすることを防止することができ
る。また、本実施形態の椅子１においては、前脚２ａが後脚２ｂの下端２ｂ２側よりも外
側に配置されるため、一対の脚体２において前脚２ａ同士の間を広く確保することができ
、着座者の足を入れるための空間を広げると共に清掃を容易に行うことができる。また、
本実施形態の椅子１においては、ゼンマイバネ４ｄによって座３が収容姿勢に向けて付勢
されるため、椅子１が幅方向に並設されている場合に、奥側の席に座る人のために通路を
空けるための立ち上がり動作が行いやすい。また、本実施形態の椅子１においては、後傾
する前脚２ａに支持ブラケット４ａが設けられているので、座３を介して支持ブラケット
４ａに加わる荷重を前脚２ａによって下方から受け止めることができるため、強度に優れ
安定性が向上する。
【００４１】
　また、本実施形態の椅子１においては、複数の椅子１がスタッキングされたときに、前
方の椅子１の肘掛６に当接する第１当接面６ｂ１と、後方の椅子１の肘掛６に当接する第
２当接面６ａ１とを有する肘掛６を備えている。このような本実施形態の椅子１によれば
、複数の椅子１をスタッキングしたときに、前方の肘掛６に第１当接面６ｂ１が当接する
ことによって、前方の椅子１までの距離が規定される。ここで、本実施形態の椅子１にお
いては、前脚２ａから第１当接面６ｂ１までの距離Ｌ１が水平方向における前脚２ａから
の支持ブラケット４ａの突出距離Ｌ２よりも長く設定されていることから、前方の椅子１
の前脚２ａとの間に回動機構４（すなわち支持ブラケット４ａ）を収容可能なスペースが
形成される。したがって、脚体２の前脚２ａから後脚２ｂと反対方向である前方に突出し
て設けられる支持ブラケット４ａを有する場合であっても、支持ブラケット４ａが前方の
椅子１と干渉することがなく、複数の椅子１を好適に重ね合わせることができる。
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【００４２】
　また、本実施形態の椅子１においては、肘掛６に第１当接面６ｂ１及び第２当接面６ａ
１を設けている。このため、肘掛６とは別体として、第１当接面６ｂ１及び第２当接面６
ａ１を有する部材を設ける必要がなく、部品点数の削減を図ることが可能となる。また、
肘掛６は、着座者の腕を支える強度を有する部材である。このため、このような肘掛６に
第１当接面６ｂ１及び第２当接面６ａ１を持たせることによって、強度の高い部材に第１
当接面６ｂ１及び第２当接面６ａ１を設けることができる。したがって、複数の椅子１を
スタッキングするときの衝撃等を肘掛６において安定して受けることが可能となる。
【００４３】
　また、本実施形態の椅子１においては、複数の椅子１がスタッキングされたときに前端
部２ｃ３が前方の椅子１の前脚２ａの後面に当接する連結杆２ｃを備えている。このよう
な本実施形態の椅子１によれば、複数の椅子１をスタッキングするときに連結杆２ｃの前
端部２ｃ３を前方の椅子１の前脚２ａの後面に当接させることで、容易に位置決めを行う
ことができる。
【００４４】
　また、本実施形態の椅子１においては、連結杆２ｃが前脚２ａの下端２ａ２に接続され
ると共に前後方向に直線状に延設する前脚接続部２ｃ１を備えている。このため、図９及
び図１０に示すように、複数の椅子１を横に並べて配置したときに、隣接する椅子１の前
脚接続部２ｃ１同士が当接することから、椅子１同士の間に隙間が生じることを防止する
ことができ、この隙間に埃等が溜ることを抑止できる。したがって、本実施形態の椅子１
によれば、椅子１が設置される床面の清掃を容易に行うことが可能となる。また、前脚接
続部２ｃ１が直線状であるので、複数の椅子１を幅方向に複数並設する作業を行うにあた
り、既に設置されている椅子１における前脚接続部２ｃ１を、隣に置かれる椅子１を設置
する際のガイドとすることができる。
【００４５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
、上記実施形態に限定されないことは言うまでもない。上述した実施形態において示した
各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の趣旨から逸脱しない範囲に
おいて設計要求等に基づき種々変更可能である。
【００４６】
　例えば、上記実施形態においては、本発明における付勢手段がゼンマイバネ４ｄである
構成について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば
、付勢手段として他のバネやゴム等を用いることも可能である。
【００４７】
　また、上記実施形態においては、本発明の前向延設部が肘掛６である構成について説明
した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、肘掛６とは別体で前向延
設部を設けることも可能である。
【００４８】
　また、上記実施形態における支持ブラケット４ａや連結杆２ｃの形状は一例であり、他
の形状を採用することも可能である。
【００４９】
　また、上記実施形態においては、前脚２ａから第１当接面６ｂ１までの前後方向におけ
る距離Ｌ１が、同じく前後方向における前脚２ａから回動機構４の先端までの突出距離Ｌ
２よりも長く設定されている構成について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定
されるものではなく、例えば、上記距離Ｌ１と上記突出距離Ｌ２とを同一とすることも可
能である。このときに、回動機構４の先端（すなわちカバー４ｈの先端）にゴム等の柔ら
かい部材を設けることによって、前脚２ａを積極的に受ける部位として当該先端を用いて
も良い。
【００５０】
　また、上記実施形態においては、複数の椅子１をスタッキングしたときに、連結杆２ｃ
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の前端部２ｃ３が前脚２ａの後面に当接する構成について説明した。しかしながら、本発
明はこれに限定されるものではなく、複数の椅子１をスタッキングしたときに、連結杆２
ｃの前端部２ｃ３が前脚２ａの後面に当接しない構成を採用することも可能である。この
ような場合には、例えば、連結杆２ｃの前脚接続部２ｃ１を前脚２ａの下端２ａ２よりも
前方に突出させる必要はない。また、前脚２ａの後面から後方への突出部を形成してスタ
ッキングのときにおける後方の椅子の前脚２ａとの当たりとしたり、前方の椅子の後脚２
ｂと後方の椅子の前脚２ａとが交差する箇所にスタッキングのときに相互が当接する機構
を設けたりすることも可能である。さらに、連結杆２ｃにおける前脚接続部２ｃ１と後脚
接続部２ｃ２との間に上方に突出する部材設け、スタッキングのときに当該部材が後方の
椅子１の前脚２ａの前端面に当接するようにしても良い。
【符号の説明】
【００５１】
　１……椅子、２……脚体、２ａ……前脚、２ａ１……上端、２ａ２……下端、２ｂ……
後脚、２ｂ１……上端、２ｂ２……下端、２ｃ……連結杆、２ｃ１……前脚接続部、２ｃ
２……後脚接続部、２ｃ３……前端部、２ｃ４……貫通孔、３……座、４……回動機構、
４ａ……支持ブラケット（支持板）、４ａ１……貫通孔、４ａ２……ネジ孔、４ｂ……支
軸、４ｂ１……取付溝、４ｃ……ワッシャ、４ｃ１……貫通孔、４ｄ……ゼンマイバネ（
付勢手段）、４ｄ１……端部、４ｄ２……端部、４ｅ……止め輪、４ｆ……位置決めピン
、４ｇ……固定ネジ、４ｈ……カバー、４ｈ１……取付孔、５……背凭れ、６……肘掛、
６ａ……肘掛本体、６ａ１……第２当接面、６ｂ……支持部、６ｂ１……第１当接面、７
……横連結機構、８……ストッパ、９……当接部、１００……台車、Ｌ１……距離、Ｌ２
……突出距離
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